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江南区亀田新明町５丁目地内における土壌汚染について（第２報） 

 江南区亀田新明町地内の事業場跡地における土壌の自主調査の結果、ベンゼンが基準値を超

えて検出されたことから（５月２２日公表）、市は周辺の井戸４地点で地下水調査を実施しまし

た。 

 その結果、いずれの地点においてもベンゼンは環境基準値以下でした。 

記 

１ 調査結果 

（１）調 査 地 点：江南区亀田新明町５丁目２地点、元町１丁目１地点、城山１丁目１地点 

（２）試料採取日：令和元年５月２３日、５月２７日 

（３）調査結果 

○地下水                              

※検出下限値 0.001 mg/L 未満 

２ 対 応 

・ 今後、当該地区の地下水については継続監視調査を実施します。 

調査地点 ベンゼン 環境基準値 

① 0.002 mg/L 

0.01 mg/L 以下 
② 検出されず※

③ 検出されず※

④ 検出されず※
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